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公立大学法人都留文科大学の令和２年度に係る業務の実績に関する評価結果 

 

Ⅰ  評価実施の根拠法 

     地方独立行政法人法（平成 15 年法律第 118 号）第 78 条の 2 第 1 項第 1 号 

 

Ⅱ  評価の対象 

     令和 2 年度における法人の中期計画（平成 27 年 3 月 17 日認可、平成 27 年 8 月 6

日変更認可、計画期間：平成 27 年度～令和 2 年度）の進捗状況 

 

Ⅲ  評価の目的 

法人の大学運営上の問題点、改善すべき業務を明らかにすることにより、都留文科

大学（以下「大学」という。）の継続的な質的向上を促進すること及び評価を通じ社会

への説明責任を果たすことを目的として行う。 

 

Ⅳ  評価者（評価委員会委員名簿） 

氏  名 役  職  等 

原 護 委 員 長 きさらぎ監査法人 監査委員 

村 田 俊 也 職務代理 公益財団法人 山梨総合研究所 専務理事 

谷 内   満  早稲田大学名誉教授 

小 俣 政 英  都留市商工会 会長 

青 山 伸 一  青山公認会計士事務所 代表 

 

Ⅴ  評価を実施した時期 

      令和 3 年 7 月 1 日～令和 3 年 8 月 27 日 
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Ⅵ  評価方法の概要 

 1 評価の実施に関する定め 

 公立大学法人都留文科大学の業務の実績に関する評価の実施要領（平成 22 年 1 月 27 日

都留市公立大学法人評価委員会決定、平成 28 年 6 月 22 日、平成 30 年 6 月 25 日一部改

正） 

 2 評価の手法 

   法人の自己評価の結果を活用する間接評価方式 

 3 法人の自己評価の方法（評価項目・評価基準及びその判断の目安の概要） 

 

 
 
 
備考 
１ 最小単位別評価における判断の目安 

(1)年度計画が掲げる数値目標が「○○率 100％」であるなど、当該目標の性質上、達成度が目標を超

える余地がない場合には、「達成度が 100％であったときを５」、「達成度が 95％以上 100％未満で

あったときを４」、「達成度が 90％以上 95％未満であったときを３」、「達成度が 70％以上 90％未

満であったときを２」、「達成度が 70％未満であったときを１」とする。 
(2)年度計画が「○○について検討（取り組む）する」ことを内容とするものである場合には、「当該

検討の結果、他大学の模範となるような優れた効果、効用が発生したときを５」、「当該検討の結果、

何らかの効果、効用が発生したときを４」、「当該検討の結果、期待する結果を得たときを３」、「期

待する結果を得るに至らず引き続き検討段階であるときを２」、「取組みなしを１」とする。 
 (3)最小単位別評価の評点うち３以上の評点の占める割合が 90％未満の場合は、一段階下げも可とす 
  る。 
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 4 評価実施の経過 

   6 月 30 日   法人から業務実績報告書の提出 
   7 月  9 日～8 月 23 日  都留市公立大学法人評価委員会（書面開催） 
   8 月 23 日        法人への原案の提示 
   8 月 27 日   評価書の確定 

 

Ⅶ  評価の結果 

1 総合的な評定 

   「中期計画の進捗は順調」の A 評価 

  【理 由】 

 法人の自己評価による総合的な評定は、「中期計画の進捗は順調」となっている。 

評価委員会において法人から提出された書類、法人関係者からのヒアリング等に基づき

その妥当性を検証したところ、一部に進捗の遅れはあるものの、順調に推移しており評価

委員会の総合評定は、法人の自己評価とおりとすることが妥当であると判断した。 

なお、コロナ禍における感染拡大防止のための事業の中止や規模縮小について、やむを

得ない措置のため、全体評価等が下がることはないという説明についても、妥当であると

判断した。 

 

2 評価概要 

 （１） 全体的な状況 

  新型コロナウイルス感染症の流行により、大学運営のみならず社会全体が大きな変革を

迫られる中、感染症対策やオンラインへの対応など、これまでにない大学運営の舵取りに

あたられた教職員については、大変な労苦であったと思料する。 

  令和２年度の事業評価については、第２期中期目標期間の最終年度を迎え、同目標期間

の集大成として、各数値目標の達成度などにも、結果が求められるところであった。 

  しかしながら新型コロナウイルス感染症の影響により、評価の対象となる事業自体が中

止や縮小を余儀なくされるなど、これまでの目標に基づいた評価自体が困難なものも多か

ったこともあり、全体評価に対する「コロナ禍における事業の中止等は感染拡大防止のた
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めのやむを得ない措置であるため、全体評価等を下げることは適当ではない」との法人の

判断を尊重するものとした。 

  以下、第２期中期目標の４つの基本目標である「教員養成系大学としてのブランドの

強化」「地域を作りグローバル化を支える人材の育成」『「教育首都つる」推進に向けた地

域貢献』「柔軟で機動力のある大学経営の推進」に着目し、評価の概要を記す。 

  まず、「教員養成系大学としてのブランドの強化」については、魅力ある大学づくり

に向けた重要な項目であり、入学志願者数等の目標達成にも繋がってくる。 

  全国への高校訪問、オープンキャンパスなどが実施出来なくなるなど、新型コロナウ

イルス感染症の影響は大きなものがあったと思われるが、オンラインでの広報活動など

様々な取り組みを実施されている。新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない中、

本年の経験を踏まえ、ウイズコロナ時代の取り組みを一層充実していただきたい。 

  次に、「地域を作りグローバル化を支える人材の育成」について、国際教育学科での

留学が中止となるなど、海外との直接の人的交流は大きく制限される事態となった。 

  また、オンライン授業の実施や学生への支援金など、学生への修学や生活両面での 

様々な支援に尽力されたことと思料する。 

  今後も、学生が心身共に健康で、経済的にもより安定した環境下で勉学に専念できる

よう、充実したサポート体制を構築していただきたい。また、教職員等においても健康

管理等、十分に配慮を行い滞りない運営ができるよう意識していただきたい。 

  次の、『「教育首都つる」推進に向けた地域貢献』についても、市民参加の公開講座

の実施が困難となり、ＳＡＴ事業においても前期の実施が中止となるなど、新型コロナ

ウイルス感染症の大きな影響があった。感染症対策の徹底やオンライン化など、新たな

形での地域貢献事業を今後も検討されることを期待する。 

  また、令和２年度は、ここ数年事業を進めてきた旧南都留合同庁舎への新棟整備事業

の基本設計が完了した。新棟においては、地域住民にも開かれた共用スペースの整備な

ど、大学と市民の地域交流の場として、本市の地方創生の拠点の一つとなる。新棟をフ

ィールドに大学の知的資源を地域に還元するような、公開講座やプログラムなど、今後



 - 5 - 

も積極的に検討いただきたい。 

  次に、「柔軟で機動力のある大学経営の推進」について、少子化と東京一極集中の進

む中で、今後も大学淘汰の時代を生き残っていくことは容易でない状況にある。 

  国立大学の運営費交付金が漸減していく中、公立大学への国の地方交付税措置等にも

見直しが迫られることが考えられる。今後も運営費交付金等の財源に頼るのではなく、

効果的・効率的な大学運営の下、自主財源を獲得することで、「自主自立的で効率的な

経営体制の構築」に向けて取り組んでいただきたい。 

  都留市の最高規範である「都留市自治基本条例」では、大学の役割として、「市や市

民等と連携、協働する中で、大学はその知的資源を最大限に活用し、都留市のまちづく

りに寄与するとともに、市民と学生の交流を積極的に進め、都留市の活性化に努めるこ

と」としている。 

  このことを踏まえ、大学は、地域課題に対して積極的に取り組み、その成果を広く市

民に還元することが命題であることを認識し、より個性的で魅力的な、学生と市民に愛

される大学を目指していただきたい。 

  本年４月に新理事長を迎え新たな体制となり、令和３年からの第３期中期目標・中期

計画の達成に向けて、理事長、学長のリーダーシップのもと、教職員が一丸となって取

り組み、都留文科大学がさらなる発展を迎えることを期待する。 
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（２）大項目ごとの状況 

  １ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 

(1) 教育に関する目標を達成するための措置 

(2) 教育の実施体制等に関する目標を達成するための措置 

(3) 学生への支援に関する目標を達成するための措置 

 

大項目評点 評点平均値 
小項目評価 

評点 評点別項目数 項目構成比 

a 3.5 

5点  25  32.5％ 

4点  20  26.0％ 

3点  13  16.9％ 

2点  10  13.0％ 

1点   9  11.7％ 

合計  77 100.0％ 

※「最小単位別評価の評点平均値」は「3.5」であり「ａ評価」の判断の目安である「3.5 以上 4.2 以下」

の範囲内である。しかし、「最小単位別評価の評点の内訳」の「3 点以上の評点が占める割合」は「75.3％」

で 90％に満たない場合は 1 段下位の評定をすることができるとされているが、新型コロナウイルス感

染症の影響により事業が実施できなかったことなども踏まえ、今年度は評定を１段階引き下げず「ａ評

価」とした。  

 

(1) 教育に関する目標を達成するための措置 

・入学志願者について、減少傾向にあるため、厳密な分析の上、入学者確保に結び付

けられるような取り組みを行い、中期計画の最終目標である 5,000人以上の確保に

努められたい。【10】 

・コロナ禍において、例年どおりの実施が困難な高校訪問に対しては、訪問に代わる

代替措置を検討されたい。【12】 

・TOEIC-IP テストの下位学生のフォローに成果があがっていない。また TOEFL-ITP

試験については、受験者増への取り組みを検討されたい。【17】 

・専攻科については、将来の在り方も含め、引き続き検討されたい。【25】 

(2) 教育の実施体制等に関する目標を達成するための措置 

  ・授業評価アンケートについては、教員へのインセンティブやペナルティの導入を検

討するなど、回答率の向上に努められたい。【44】 

(3) 学生への支援に関する目標を達成するための措置 

    ・三者協議については、実施なしとなったが、学生との貴重な意見交換の場として、
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学生の自治意識の向上のためにも、今後適切な措置を講じられたい。【47】 

  ・教員就職者数については、正規就職者の合格率向上を含め、計画目標に達するよう、

努められたい。【49】 

 

 

 

 以下に掲げる項目について、今後も改善に努められたい。 

・TOEIC-IP テストを 1 年次 4 月に受験した学生のうち、400 ポイント未満の学

生を、12 月に実施する受験で平均 50 ポイント UP させる。【17】 

・専攻科についての説明会等を開催し、より多くの志願者を集め入学者選抜を実

施する。【25】 
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  ２ 研究に関する目標を達成するためにとるべき措置 

(1) 研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するための措置 

(2) 研究実施体制等に関する目標を達成するための措置 

 

大項目評点 評点平均値 
小項目評価 

評点 評点別項目数 項目構成比 

a 3.5 

5点  5  45.5％ 

4点  1  9.1％ 

3点  2  18.2％ 

2点  1   9.1％ 

1点  2  18.2％ 

合計 11 100.0％ 

※「最小単位別評価の評点平均値」は「3.5」であり「ａ評価」の判断の目安である「3.5 以上 4.2 以下」

の範囲内である。しかし、「最小単位別評価の評点の内訳」の「3 点以上の評点が占める割合」は「72.7％」

で 90％に満たない場合は 1 段下位の評定をすることができるとされているが、新型コロナウイルス感

染症の影響により事業が実施できなかったことなども踏まえ、今年度は評定を１段階引き下げず「ａ評

価」とした。  
 

(1) 研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するための措置 

      ・「出版助成制度」の活用について、研究成果の水準の向上を図る観点から、利用件数

の促進に努められたい。【60】 

 

 (2) 研究実施体制等に関する目標を達成するための措置 

・「科学研究費補助金」については、数値目標の達成に向けた改善について努められた

い。【65】 

 

 

 

 以下に掲げる項目について、今後も改善に努められたい。 

・出版助成制度の活用を促進する【60】 

・科学研究費補助金申請者の向上【65】 
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３ 地域貢献及び国際化に関する目標を達成するためにとるべき措置 
(1) 社会との連携や社会貢献に関する目標を達成するための措置 

(2) 国際化に関する目標を達成するための措置 

 

大項目評点 評点平均値 
小項目評価 

評点 評点別項目数 項目構成比 

c 2.6 

5点 3 10.3％ 

4点 4 13.8％ 

3点 7  24.1％ 

2点 7  24.1％ 

1点 8  27.6％ 

合計 29 100.0％ 

※「最小単位別評価の評点平均値」は「2.6」であり「ｃ評価」の判断の目安である「1.9 以上 2.6 以
下」の範囲内である。 また、「最小単位別評価の評点の内訳」項目のうち「3 点以上の評点が占め

る割合」が「48.3％」であることから、90％に満たない場合は 1 段下位の評定をすることができる

とされているが、新型コロナウイルス感染症の影響により事業が実施できなかったことなども踏ま

え、１段階評価を引き下げず「ｃ評価」とした。  

 

(1) 社会との連携や社会貢献に関する目標を達成するための措置 

・クロボ活動や現職教員向けの講習について、コロナ禍における代替案の検討、実施

に努められたい。【68】【69】 

・大学、高校、市の発展のために高大連携の向上推進を期待する。【74】 

・ボランティア派遣について、非接触による活動など、コロナ禍におけるあり方を検

討されたい。【77】 

 

(2) 国際化に関する目標を達成するための措置 

・留学生の受け入れや、グローバル教育奨学金の奨励については、新型コロナウイル

スの影響を踏まえる前の数値目標であり、低下はやむを得ない。今後は社会的状況

を踏まえながら、協定大学との交流や学生派遣留学について、オンライン・オフラ

インの体制整備に努められたい。【82】【83】【84】【85】 
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４ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

(1) 業務運営の改善に関する目標を達成するための措置 

(2) 多様な教職員の活躍の促進に関する目標を達成するための措置 

(3) 事務等の効率化・合理化に関する目標を達成するための措置 

 

大項目評点 評点平均値 
小項目評価 

評点 評点別項目数 項目構成比 

a 3.6 

5点  6  27.3％ 

4点  7  31.8％ 

3点  5  22.7％ 

2点  3  13.6％ 

1点  1   4.5％ 

合計 22 100.0％ 

※「最小単位別評価の評点平均値」は「3.6」であり「ａ評価」の判断の目安である「3.5 以上 4.2 以下」

の範囲内である。しかし、「最小単位別評価の評点の内訳」の「3 点以上の評点が占める割合」は「81.8％」

で 90％に満たない場合は 1 段下位の評定をすることができるとされているが、新型コロナウイルス感

染症の影響により事業が実施できなかったことなども踏まえ、今年度は評定を１段階引き下げず「ａ評

価」とした。  

 

(1) 業務運営の改善に関する目標を達成するための措置 

・「実効性のある監査体制の整備」のため、通年監査の実施に向けた監査室体制の見直

しを検討されたい。【94】 

 

(2) 多様な教職員の活躍の促進に関する目標を達成するための措置 

・教員の健康安全管理については、ストレスチェックの実施の周知を行い、一層の実施

率の増進を図られたい。また、人間ドッグの受診率については、コロナウイルス感染

症の現状を踏まえ、数値目標の向上を図られたい。【100】 

 

 (3) 事務等の効率化・合理化に関する目標を達成するための措置 

   ・協定大学への海外渡航について、教職員の職能成長を直接の目的としていないとのこ

とだが、海外協定校とのやりとりなど、コーディネイトする役割等を養う機会として、

今後もＳＤ活動を通じて努められたい。【103】 
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  ５ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 

(1) 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標を達成するための措置 

(2) 予算の適正かつ効率的な執行に関する目標を達成するための措置 

(3) 資産の運用管理の改善に関する目標を達成するための措置 

 

大項目評点 評点平均値 
小項目評価 

評点 評点別項目数 項目構成比 

a 3.6 

5点  3  33.3％ 

4点  2  22.2％ 

3点  2  22.2％ 

2点  1  11.1％ 

1点  1  11.1％ 

合計  9 100.0％ 

※「最小単位別評価の評点平均値」は「3.6」であり「ａ評価」の判断の目安である「3.5 以上 4.2 以下」

の範囲内である。しかし、「最小単位別評価の評点の内訳」の「3 点以上の評点が占める割合」は「77.8％」

で 90％に満たない場合は 1 段下位の評定をすることができるとされているが、新型コロナウイルス感

染症の影響により事業が実施できなかったことなども踏まえ、今年度は評定を１段階引き下げず「ａ評

価」とした。 
 

(1) 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標を達成するための措置 

・社会人対象の有料公開講座については、新型コロナウイルス感染症の社会的状況を

踏まえ、開催等について改めて検討を図られたい。【106】 

 

 (2) 予算の適正かつ効率的な執行に関する目標を達成するための措置  

・水道光熱費の抑制や学内会議資料のペーパーレス化等、経費削減について大学の経

営努力が見られている。費用対効果を意識した上で、今後とも更なる経費の削減に

努められたい。【108】 

 

(3) 資産の運用管理の改善に関する目標を達成するための措置 

・施設についての市民開放利用にあたっては、新型コロナウイルス感染症の社会的状

況を鑑み、市民開放件数の増加に繋がる体制整備に努められたい。【109】 

 

    

 以下に掲げる項目について、今後も改善に努められたい。 

・科学研究費補助金申請者の向上【105】 
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６ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標を達成するためにとる

べき措置 

(1) 評価の充実に関する目標を達成するための措置 

(2) 情報公開や情報発信等の推進に関する目標を達成するための措 

 

大項目評点 評点平均値 
小項目評価 

評点 評点別項目数 項目構成比 

a 4.0 

5点  0   0.0％ 

4点  4 100.0％ 

3点  0   0.0％ 

2点  0   0.0％ 

1点  0   0.0％ 

合計  4 100.0％ 

 

(1) 評価の充実に関する目標を達成するための措置 

・大学基準協会の認証評価にて「適合」認定を受けることができた。今後は、指摘を

受けた課題に対して、的確に対応いただきたい。【111】 

 

 (2) 情報公開や情報発信等の推進に関する目標を達成するための措置  

 ・今後も、インターネットコンテンツ等多様なメディアを活用した戦略的なプロモー

ションを実施されたい。【112】 
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７ その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置 

(1) 施設設備の整備・活用等に関する目標を達成するための措置 

(2) 安全管理に関する目標を達成するための措置 

(3) 法令遵守に関する目標を達成するための措置 

(4) 環境への配慮に関する目標を達成するための措置 

 

大項目評点 評点平均値 
小項目評価 

評点 評点別項目数 項目構成比 

a 3.9 

5点  2  14.3％ 

4点  9  64.3％ 

3点  3  21.4％ 

2点  0   0.0％ 

1点  0   0.0％ 

合計 14 100.0％ 

 

 

(1) 施設設備の整備・活用等に関する目標を達成するための措置 

    ・基本設計を踏まえた、新棟の整備について、滞りなく進めていただきたい。【再掲】 

 

(2) 安全管理に関する目標を達成するための措置 

・学生の安全・安心な環境確保し、災害に備えるためにも行政機関や地域との連携を

図り、危機管理体制を充実されたい。【114】 

 

  (3) 法令遵守に関する目標を達成するための措置 

・学生に向けての法令遵守等への対策に取り組むと共に、研修などの実施にあたって

は、引き続き、新型コロナウイルス感染症の対策に留意されたい。【117】 

 

(4) 環境への配慮に関する目標を達成するための措置 

・引き続き、学生や市民等を対象にした環境教育の実施を推進されたい。【120】 
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３ 法人による自己評価結果と異なる評価を行った事項        

なし 

 

Ⅷ  法人に対する勧告 

   なし 

 

Ⅸ  法人からの意見の申し出とその対応 

   令和３年 8 月 23 日に評価書原案を法人に提示し意見照会を行った結果、「意見はない」

旨回答があったことから、評価書原案を評価書として確定した。 

 

Ⅹ  項目別評価結果総括表 

（別表のとおり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１：「Ⅶ 評価の結果 1 総合的な評定」欄には、全体評価に係る評定及びその理由を記載

する。 
注２：「Ⅶ 評価の結果 2 評価概要」欄には、当該年度の法人の業務運営における特徴的な

事項、長所、問題点等に関し、評価の目的を達成するため、説明を付すことが適当と判断

した事項、特記することが適当と判断した事項等について記載する。 
注３：「Ⅷ 法人に対する勧告」は、法人に対し必要な措置を求める必要があると判断した事

項について記載する。
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